
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う緊急学生支援について 

令和 2年 6月 10 日 

公立鳥取環境大学 

 
 新型コロナウイルス感染症は本学の学生生活に大きな影響を与えています。入学式がなくなり、5 月上旬

から始まった授業は自宅でのオンライン学習が主であるため、学生同士あるいは学生と教員間のつながりが

少なく、不安な生活を送っている学生（特に１年生）が多くいます。また、アルバイト収入が減少した、こ

の先経済的な不安を感じている等、経済的な支援が必要な学生も多くいます。 
 公立鳥取環境大学では、対面授業の拡大により学内に学生が戻れる環境となったことから、本学のすべて

の学生が安心して学び続けられるように、次の取組を行います。 
 

１ 新入生応援・緊急学生サポーターの配置 

 新入生の修学上の不安を解消するために、上級生がチューター教員と連携しながら新入生に助言等を行

います。併せて、助言等を行った上級生（新入生サポーター）に対しては奨励費を支払います。（チューター

教員１人あたり新入生サポーター１～２名、奨励費２万円/月、１月あたり 100 名程度配置予定。） 

 

                     新 入 生 

 

           サポート                   アドバイス 

 

 

          学生サポーター               チューター教員 

     ※チューターのゼミ生など    連携      ※グループに分けた 

                                 １～２年生に助言指導 

 

２ 学内緊急学生アルバイトの募集 

（１）授業のティーチング・アシスタント 

 新型コロナウイルス感染症の影響で授業の実施形態が従来と変わり、円滑に授業を行うために補助（ア

シスタント）が必要となるため、本学が学生を直接雇用します。 
・対面授業支援アシスタント：フィールド演習等で 3 密回避を確保する等のサポートを行う 
・遠隔授業支援アシスタント：遠隔授業実施に伴う技術的なサポートを行う 

（２）学内の施設管理補助 

 新型コロナウイルス感染症対策に関する業務が学内で増える中で、通常の施設管理業務が円滑に進む

よう学生アルバイトを直接雇用します。 
 

３ その他 

 緊急事態宣言解除後の感染拡大防止策を、学生が「新しい習慣」として身に着けるため、本学教職員と

学生が一緒になって考え、学生の自主的な取組を支援します。  



（参考）その他の制度 

１ 授業料減免制度 

名称 対象 要件 減免額 

高等教育修学支援

新制度 
(国) 

学部生 

・所得要件（非課税又は準じる） 
・国籍要件（日本国籍等） 
・期間要件（2 浪まで） 
・一定の学業条件 

・第Ⅰ区分（～300 万円）全額免除 
・第Ⅱ区分（～400 万円）2/3 免除 
・第Ⅲ区分（～460 万円）1/3 免除 
※（  ）内は年収目安 

授業料減免 
(本学) 

学部生 
大学院生 

次のいずれか 
・住民税非課税＋一定の学業条件 
・家計急変＋一定の学業条件 
※ただし、新入生は除く 

1/2 免除 

次のいずれか 
・住民税非課税＋一定の学業条件 
・家計急変＋一定の学業条件 
・生活保護世帯 
・地震、風水害による支払困難 

全額免除 

本学の私費外国人

留学生授業料減免 
(本学) 

私費外国人留学

生 

留学生試験の得点合計が配点合計の

75%以上 1/3 免除 

単位要件＋前期素点平均 80 点以上又

は所属学部の学年上位 30%以内 1/2 免除 

２ その他給付金等 

名称 対象 要件 支給額等 

特別定額給付金 
(国) すべての学生 基準日（令和 2 年 4 月 27 日）時点で

住民基本台帳に登録されていること 10 万円（世帯主に給付） 

学生支援緊急給

付金 
(国) 

すべての学生 

・仕送り額（学費込み 150 万円/年） 
・自宅外で生活 
・アルバイト割合が高く、収入が 50％
以上減 等 

・住民税非課税世帯 20 万円 
・それ以外 10 万円 

高等教育修学支

援新制度 
(国) 

学部生 

・所得要件（非課税又は準じる） 
・国籍要件（日本国籍等） 
・期間要件（2 浪まで） 
・一定の学業条件 

・第Ⅰ区分（全額） 66,700 円／月 
・第Ⅱ区分（2/3） 44,500 円／月 
・第Ⅲ区分（1/3） 22,300 円／月 
 ※自宅外通学、国公立の金額 

鳥取県内出身学

生生活支援制度

(本学) 
鳥取県内出身学生 

なし ・県内 自宅通学 1 万円／月 

鳥取市に住民票異動、下宿 ・県内 下宿   2 万円／月 

貸与型奨学金 
(国) すべての学生 

目安年収（4 人世帯） 
・無利子 800 万円未満 
・有利子 1,100 万円未満 

・無利子 最高 51,000 円/月 
 ※国公立、自宅外の場合 
・有利子 最高 12 万円/月 

※その他自治体が給付金等の制度を設けている場合があるので、出身自治体の HP を見てください。 
例 鳥取県岩美町 10 万円無利子貸付（うち 5 万円返還免除） 

 http://www.iwami.gr.jp/item/10048.htm#moduleid1312 
 熊本県 5 万円給付 
 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_33085.html 

 

３ 問合せ先等 
・特定定額給付金 ······························ 令和 2 年 4 月 27 日時点で住民基本台帳のある市町村 
・学生支援緊急給付金 ························ 学生支援緊急給付金担当 0857-38-6720 
・高等教育修学支援新制度 ·················· 学務課奨学金担当 0857-38-6713 
・貸与型奨学金 ································· 学務課奨学金担当 0857-38-6713 
・鳥取県内出身学生生活支援制度 ········· 学務課奨学金担当 0857-38-6713 
・本学の授業料減免 ··························· 学務課奨学金担当 0857-38-6713 
・本学の私費外国人留学生授業料減免 ··· 学務課奨学金担当 0857-38-6713 
※受付期間、説明会等の案内は学内 WEB（学生連絡事項掲示板）を見てください。 


